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北九州市告示第３４３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１

項、第５３条第１項及び第４６条第１項の規定に基づき、居宅サービス事業者

、介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業者を指定したので、法第７８

条第１号及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行

規則」という。）第１３１条の２、法第１１５条の１０第１号及び施行規則第

１４０条の２３並びに法第８５条第１号及び施行規則第１３３条の２の規定に

より次のように告示する。 

  平成２７年８月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 通所介護及び介護予防通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

６０１８

４６ 

白うさぎ デイ

サービス 

北九州市八幡東

区帆柱二丁目２

番６号 

有 限 会 社 秀

プ ラ ン ニ ン

グ 

平 成 ２ ７

年 ８ 月 １

日 

４０７０

７０６６

３７ 

リハプライド

八幡黒崎 

北九州市八幡西

区別当町１番２

５号 

株 式 会 社 Ｓ

ｍ ａ ｒ ｔ

Ｌ ｉ ｆ ｅ 

平 成 ２ ７

年 ８ 月 １

日 

２ 介護予防通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

６０１６

７１ 

ふる里山荘 昭

和 

北九州市八幡東

区昭和二丁目１

番１０号 

医 療 法 人 緑

風 会 

平 成 ２ ７

年 ８ 月 １

日 

３ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

３０１１

１６ 

西戸畑ケアプラ

ンセンター 

北九州市戸畑区

元宮町７番１６

－８０２号 

合 同 会 社 Ｍ

ＳＴ 

平 成 ２ ７

年 ８ 月 １

日 

４０７０

５０５１

４６ 

ケアプランあい

りす 

北九州市小倉南

区下貫二丁目９

番１－１０５号

株 式 会 社 ハ

ー ト ウ ェ イ 

平 成 ２ ７

年 ８ 月 １

日 

４０７０

７０６６

１１ 

アムールケアプ

ランセンター 

北九州市八幡西

区上上津役三丁

目１４番８－３

０５号 

有 限 会 社 光

メ デ ィ カ ル

平 成 ２ ７

年 ８ 月 １

日 

４０７０

７０６６

２９ 

ケアプラン 春

の音 

北九州市八幡西

区三ツ頭二丁目

２０番６号 

株 式 会 社 コ

ー ル 

平 成 ２ ７

年 ８ 月 １

日 
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北九州市告示第３４４号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７５条第２

項、第１１５条の５第２項及び第８２条第２項の規定に基づき、指定居宅サー

ビス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者から廃

止の届出があったので、法第７８条第２号及び介護保険法施行規則（平成１１

年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第１３１条の２、法第１１

５条の１０第２号及び施行規則第１４０条の２３並びに法第８５条第２号及び

施行規則第１３３条の２の規定により次のように告示する。 

  平成２７年８月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護及び介護予防訪問介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

６ ０ １ ７

３９ 

ヘルパーステー

ション桃園 

北九州市八幡東

区桃園一丁目５

番１号 

医 療 法 人 は

る か 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ２ ８

７５ 

ライフ介護サー

ビス 

北九州市八幡西

区八千代町５番

３号 

有 限 会 社 シ

ラ イ シ 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ３ ０

９７ 

ヘルパーステー

ションベストラ

イフ 

北九州市八幡西

区黒崎四丁目５

番８号 

有 限 会 社 ふ

く ろ う 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 

２ 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

７ ０ １ ４

２２ 

株式会社ケアリ

ング北九州支店 

北九州市八幡西

区八千代町９番

３０号 

株 式 会 社 ケ

ア リ ン グ 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 

３ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ６ ７

６ ９ ０ ０

７５ 

訪問ナースステ

ーション海峡つ

ばさ 

北九州市門司区

松原二丁目８番

２０号 

株 式 会 社 つ

ばさ 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 

４ 通所介護及び介護予防通所介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

５ ０ １ ８

１４ 

たちばなデイサ

ービスセンター 

北九州市小倉南

区企救丘三丁目

８番２０号 

有 限 会 社 た

ち ば な 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ５

日 
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４ ０ ７ ０

６ ０ １ １

７６ 

デイサービスア

ップルハート八

幡東 

北九州市八幡東

区西本町二丁目

２番１－１０２

Ｃ号 

麻 生 介 護 サ

ー ビ ス 株 式

会社 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ４ ２

８５ 

グローバルケア

デイサービス森

の家 

北九州市八幡西

区大膳二丁目２

１番３１号 

株 式 会 社 グ

ロ ー バ ル ケ

ア 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ５ ８

６０ 

グローバルケア

デイサービス森

の家１ 

北九州市八幡西

区大膳二丁目２

１番２１号 

株 式 会 社 グ

ロ ー バ ル ケ

ア 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ５ ８

７８ 

グローバルケア

デイサービス森

の家２ 

北九州市八幡西

区大膳二丁目２

１番２１号 

株 式 会 社 グ

ロ ー バ ル ケ

ア 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ６ ３

９７ 

グローバルケア

デイサービス森

の家３ 

北九州市八幡西

区大膳二丁目２

１番２１号 

株 式 会 社 グ

ロ ー バ ル ケ

ア 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 

５ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

４ ０ ２ ８

４９ 

株式会社 松尾

ガス風呂センタ

ー 

北九州市小倉北

区清水二丁目１

０番１５号 

株 式 会 社 松

尾 ガ ス 風 呂

セ ン タ ー 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ２

２ 日 

６ 居宅介護支援 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ５ ４

６４ 

ケアプランセン

ター雫 

北九州市八幡西

区陣山二丁目２

番１号 

株 式 会 社 紅

葉 

平 成 ２ ７

年 ７ 月 ３

１ 日 
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北九州市告示第３４５号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６５条の規定により育成医療、更生医療及び精神通院医療

に係る指定自立支援医療機関から指定の辞退の届出があったので、同法第６９

条第３号の規定により次のとおり告示する。

  平成２７年８月１８日

北九州市長 北 橋 健 治 

調剤（育成医療、更生医療及び精神通院医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関の

所在地 

辞退理由 辞退年月日 

ビクター調剤薬局 北九州市小倉南区田原新

町二丁目３番１０６号 

閉局のた

め 

平成２７年

６月３０日 
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北九州市告示第３４６号

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項の規定

により、指定障害児通所支援事業者を指定したので、同法第２１条の５の２４

第１号の規定により次のとおり告示する。

  平成２７年８月１８日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者

事業所番号 

放課後デイサポー

ト さぷらい 

北九州市小倉南区

長野一丁目７番３

号 

株式会社サプライ 

北九州市小倉南区曽根新

田南三丁目３番２４号 

代表取締役 渡辺佳則 

重症心身

障害児以

外

4057703409  

２ 指定年月日 

平成２７年７月１日 
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北九州市公告第６２１号 

 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基

づき、特定非営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定に

より、次のとおり公告する。 

  平成２７年８月１８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請のあった年月日 

  平成２７年７月２１日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人 

（１） 名称 

  特定非営利活動法人あそびとまなび研究所 

（２） 代表者の氏名  

秋葉祐三子 

（３） 主たる事務所の所在地 

   北九州市若松区大字塩屋５４番地１ 

（４） 定款に記載された目的 

 この法人は、子どものあそびと学びにかかわる実践と調査・研究を通し

て、子育て環境の改善を図ることにより、子どもと親の健やかな育ちとま

ちづくりを応援することを目的とする。 
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北九州市公告第６２２号 

 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基

づき、特定非営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定に

より、次のとおり公告する。 

  平成２７年８月１８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請のあった年月日 

  平成２７年８月３日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人 

（１） 名称 

  ＮＰＯ法人どんぐりファミリー 

（２） 代表者の氏名  

松尾万惠子 

（３） 主たる事務所の所在地 

   北九州市八幡西区藤原二丁目４番３号 

（４） 定款に記載された目的 

 この法人は、少子社会のなかで家庭を基本に地域社会としてよりよい子

育て支援を行い、子どもたちのしなやかな心身の発達と、保護者が心豊か

に仕事と子育てを両立できる社会の実現に寄与することを目的とする。 
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北九州市公告第６２３号 

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基 

づき、特定非営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項に

おいて準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告する。 

平成２７年８月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請のあった年月日 

  平成２７年７月２９日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人 

（１） 名称 

   特定非営利活動法人あじさい 

（２） 代表者の氏名 

   内山紘介 

（３） 主たる事務所の所在地 

   北九州市若松区東畑町１番６号 

（４） 定款に記載された目的 

  この法人は、地域で生活する介護・援助が必要な障害者やその家族、そ

の他援助を必要とする人々に対して、障害福祉サービス事業などの地域社

会に根ざしたサービス提供に関する事業を行い、地域社会における障害者

福祉の向上に寄与することを目的とする。 
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北九州市公告第６２４号 

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基 

づき、特定非営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項に

おいて準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告する。 

平成２７年８月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請のあった年月日 

  平成２７年７月２８日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人 

（１） 名称 

   特定非営利活動法人好楽会 

（２） 代表者の氏名 

   大形一秋 

（３） 主たる事務所の所在地 

   北九州市小倉南区南方五丁目６番３４号 

（４） 定款に記載された目的 

  この法人は、単独での外出が困難な障害者や高齢者をはじめとする市民

に対して、移送サービス等の社会参加を促進する事業を行い、地域社会に

おける福祉の充実に寄与することを目的とする。 
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